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第２章 障がい者福祉の現状 
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国と国際連合（国連）の動向 

 

 昭和４５年（１９７０年）、障がい者福祉に関する施策の基本となる法律として、心身障害者対策

基本法（昭和４５年法律第８４号）が制定されました。同法は、心身障がい者（心身障がいがある

ため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者）の対策の総合的推進を図ること

を目的として、心身障がい者福祉に関する施策の基本となる事項等を定めました。 

 

 平成５年（１９９３年）、心身障害者対策基本法は、障害者基本法に改正されました。この改正に

より、従来の「心身障害者」に加え、精神障がいにより長期にわたり日常生活又は社会生活に相当

な制限を受ける者についても、新たに「障害者」に位置付けられ、障がい者の自立とあらゆる分野

の活動への参加の促進が目的として定められました。 

 

 平成１６年（２００４年）の障害者基本法の一部改正では、障がい者差別等をしてはならない旨

が基本的理念として新たに定められ、平成１７年（２００５年）に発達障害者支援法（平成１６年

法律第１６７号）が、平成１８年（２００６年）に障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。

現在の障害者総合支援法）、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）が施行され、障がい者の福祉や教育、建

築物等のバリアフリー化の総合的な施策の推進が図られました。 

 

 平成１８年（２００６年）に国連により採択され、平成１９年（２００７年）に日本が署名した

障害者の権利に関する条約（以下「条約」といいます。）は、障がい者の権利を実現するために国が

すべきことを定めた、障がい者の人権や基本的自由を守るための国際的な条約です。条約を批准し

た国には、その条約を守ることが求められており、日本もこれに含まれます。 

 

 



 ― １９ ―   

 平成２３年（２０１１年）、多くの障がい当事者の参画の下で検討が進められた障害者基本法の

一部改正では、条約の批准に向けた国内法整備の一環として、条約が採用する、いわゆる「社会モ

デル」の考え方や「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられました。 
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 平成２５年（２０１３年）、障害者基本法の基本原則を具体化した障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下「障害者差別解消法」といいます。）が制定さ

れました。 

 

 令和元年（２０１９年）、障がいの有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字

文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的として、読書バリアフリー法

が制定されました。 

 

 令和３年（２０２１年）、障害者差別解消法の一部が改正され、これまで努力義務とされていた、

事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化されるなど、大きな変化がありました。 

 

 令和４年（２０２２年）、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合

的に推進することを目的として、情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が制定さ

れました。 

 

 これらのほか、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法

律第７９号）、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４

年法律第５０号）、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律（平

成２５年法律第２１号）等が施行されるなど、障がい者福祉に関する多くの法律が施行されました。 

 

 

 

 

 

 



 ― ２１ ―   

 令和４年（２０２２年）８月、国連に設置された「障害者権利委員会」により、日本における条

約の実施状況について審査が実施され、同年９月には、同権利委員会から日本政府へ勧告（総括所

見）が出されました。日本政府に対しては、分離教育の中止や、精神科への強制入院を可能にして

いる法律の廃止など、いくつかの重要な課題が指摘されました。日本の法律は、原則として条約の

内容に即したものであることが求められていますが、条約が求める水準に十分達しているとはいえ

ない法制度もあり、その改善が課題とされています。「Nothing about us , without us（私たち抜

きに私たちのことを決めないで）」という合言葉の下に策定された条約の根幹ともいえる理念を、

国内全体が一体となって推進していくことが、国際的にも求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「平塚市総合計画～ひらつかＶＩＳＩＯＮ～」から抜粋 
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神奈川県の動向 

 

 神奈川県は、平成２８年（２０１６年）７月２６日に県立の障害者支援施設『津久井やまゆり園』

において発生した１９名の命が奪われるという大変痛ましい事件が二度と繰り返されないよう、断

固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現を目指し、同年１０月１４日、神奈川県議会とと

もに、「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めています。 

 

   かながわ憲章の理念 

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての 

人のいのちを大切にします 

一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことの 

できる地域社会を実現します 

一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げる 

あらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します 

一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総 

ぐるみで取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県「県の基本計画」から抜粋 
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 神奈川県は、「ともに生きる社会かながわ」を形作っていくためには、当事者目線の障がい者福祉

の理念、目的、責務等を市町村、事業者及び県民と共有することが必要であり、条例を制定するこ

とが最も効果的であると考え、令和４年（２０２２年）９月７日に令和４年神奈川県議会第３回定

例会に条例案を提出し、同年１０月１４日に県議会本会議において全会一致により可決・成立した

ことを受け、同月２１日に公布し、令和５年（２０２３年）４月１日に施行しました。 

 なお、当事者目線の障がい者福祉を推進し、もって地域共生社会を目指すという条例の趣旨を県

民に分かりやすく伝えるため、この条例の周知啓発を行う際には、必ず副題として「～ともに生き

る社会を目指して～」を付すこととしています。 
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 神奈川県の施策における重要な基本理念は、「当事者目線の障害福祉」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神奈川県は、本人の望みや願いに寄り

添い、本人らしい暮らしを実現するため

の様々な公的サービスや、地域の社会資

源との関わりも含むものを「当事者目線

の障害福祉」と捉え、「生涯を通じて、す

べての県民一人ひとりの人生を大切に

しながら、誰もが住み慣れた地域で安心

して、その人らしく暮らすことができる

いのち輝く地域共生社会「ともに生きる

社会かながわ」の実現を目指すこと」を

基本理念・目標として、県民総ぐるみで

地域共生社会を作ることを目指してい

ます。  

神奈川県「県の基本計画」から抜粋 

神奈川県「県の基本計画」から抜粋 
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本市の人口の将来展望 

 

 本市の総人口は、平成２２年（２０１０年）をピークに減少傾向に転じており、令和６年（２０

２４年）４月１日現在において、２５万８，１６６人と推計しています。国立社会保障・人口問題

研究所の推計を参考とした本市独自の将来人口の推計（出生・死亡及び転出入という２つの人口変

動要因の将来値を仮定し、それに基づいて推計することをいいます。以下「本市独自推計」といい

ます。）によると、２０４０年における本市の総人口は、約２３万３千人となり、２０７０年におけ

る本市の総人口は、約１７万７千人になることが見込まれます。 

 本市は、令和５年度に「平塚市総合計画～ひらつかＶＩＳＩＯＮ～」を策定し、合計特殊出生率

及び社会移動の状況を改善する各施策を推進することにより、２０４０年に合計特殊出生率が１．

８になるとともに、転出入が均衡すると仮定した場合には、約１万２千人の減少抑制により、本市

の将来展望人口は、２０７０年に約１８万９千人になると推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような人口減少の進行は、地域活動を支える担い手の減少、税収の減少、市民１人当たりの

社会保障費負担額の増加といったような多大な影響を市民生活に及ぼします。  

「平塚市総合計画～ひらつかＶＩＳＩＯＮ～」から抜粋（総務省「国勢調査」から本市独自推計を基に作成） 
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全国の障がい者数 

 

 全国の障がい者数は、令和６年（２０２４年）４月現在において、身体障がい者が４３６万人、

知的障がい者が１０９万４千人、精神障がい者が６１４万８千人と推計されています。 

 平成３１年（２０１９年）４月現在における全国の障がい者数と比較すると、身体障がい者が増

減なし、知的障がい者が１万２千人増加、精神障がい者が１９５万５千人増加であることから、直

近５年間においては、特に精神障がい者数の増加が著しいことが分かります。 

 

区分 全国（令和元年） 全国（令和６年） 

身体障がい者 ４，３６０，０００人 ４，３６０，０００人 

知的障がい者 １，０８２，０００人 １，０９４，０００人 

精神障がい者 ４，１９３，０００人 ６，１４８，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内閣府「令和元年版 障害者白書」「令和６年版 障害者白書」から抜粋 
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本市の障がい者数 

 

 本市の障がい者数は、令和６年（２０２４年）３月３１日現在において、身体障がい者が７，６

４６人、知的障がい者が２，４４５人です。また、精神障がい者については、精神障害者保健福祉

手帳所持者が３，０１０人、自立支援医療（精神通院）利用者が５，１５８人です。 

 平成３１年（２０１９年）３月３１日現在における本市の障がい者数と比較すると、身体障がい

者が４９２人減少、知的障がい者が４６５人増加であり、精神障がい者については、精神障害者保

健福祉手帳所持者が７７８人増加、自立支援医療（精神通院）利用者が１，０１３人増加であるこ

とから、直近５年間においては、身体障がい者を除き、全体的に増加傾向であることが分かります。 

区分 平塚市（令和元年） 平塚市（令和６年） 

身体障がい者 ８，１３８人 ７，６４６人 

知的障がい者 １，９８０人 ２，４４５人 

精神障がい者   

(手帳所持者) ２，２３２人 ３，０１０人 

(医療利用者) ４，１４５人 ５，１５８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和元年版 行政概要」「令和６年版 行政概要」から抜粋 
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身体障がい者の内訳 

 

 本市の身体障がい者数は、令和６年（２０２４年）３月３１日現在において、７，６４６人です。 

 等級による内訳をみると、１級（障がいの程度が一番重い等級）が２，８４０人で一番多く、次

いで４級が１，６３０人で多い一方、５級が３３７人で一番少なく、次いで６級（障がいの程度が

一番軽い等級）が４７５人で少ない状況でした。 

 障がいの種類による内訳をみると、肢体不自由が３，６８６人で一番多く、次いで内部機能障が

い（心臓機能障がい、じん臓機能障がい等をいいます。）が２，７７７人で多い状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度における身体障害者手帳の新規交付者数は、５５６人であり、内部機能障がいが２９

９人で一番多く、次いで肢体不自由が１７３人で多い状況でした。 

 

 

 

 

 

「令和６年版 行政概要」から抜粋 

「令和６年版 行政概要」から抜粋 
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 直近２０年間における身体障がい者数の推移をみると、平成２５年度頃をピークに減少傾向に転

じており、等級による隔たりはありません。 

 一方、障がいの種類による推移をみると、内部機能障がい者のみ、年々増加傾向であり、平成１

５年度と比較すると、令和５年度現在で１，１７８人増加の約１．７３倍に増えています。 
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知的障がい者の内訳 

 

 本市の知的障がい者数は、令和６年（２０２４年）３月３１日現在において、２，４４５人です。 

 等級による内訳をみると、軽度Ｂ２が１，１２８人で一番多く、次いで中度Ｂ１が５９３人で多

く、重度Ａ２が３７７人で、最重度Ａ１が３４７人と、軽度から順に多い状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度における療育手帳の新規交付者数は、１１６人であり、軽度Ｂ２が８３人で一番多く、

次いで中度Ｂ１が２１人で多く、重度Ａ２が１１人で、最重度Ａ１が１人と、軽度から順に多い状

況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和６年版 行政概要」から抜粋 

「令和６年版 行政概要」から抜粋 
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 直近２０年間における知的障がい者数の推移をみると、年々増加傾向です。 

 等級による推移をみると、最重度Ａ１及び重度Ａ２は、平成２５年度から平成３０年度までの頃

をピークに減少傾向に転じています。一方、中度Ｂ１は、緩やかな増加傾向であり、平成１５年度

と比較すると、令和５年度現在で約２倍に増えており、特に軽度Ｂ２は、顕著な増加傾向であり、

平成１５年度の人数と比較すると、令和５年度現在で９５４人増加の約６．４８倍に増えています。 
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精神障がい者の内訳 

 

 本市の精神障がい者については、令和６年（２０２４年）３月３１日現在において、精神障害者

保健福祉手帳所持者が３，０１０人、自立支援医療（精神通院）利用者が５，１５８人です。 

 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級による内訳をみると、２級が１，８８５人で一番多く、次

いで軽度の３級が７７１人で、重度の１級が３５４人という状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度における精神障害者保健福祉手帳の新規交付者数は、２７９人であり、２級が１４２

人で一番多く、次いで軽度の３級が１１５人で、重度の１級が２２人という状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度における自立支援医療（精神通院）の新規申請者数は、６３６人でした。 
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「令和６年版 行政概要」から抜粋 

「令和６年版 行政概要」から抜粋 
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 直近２０年間における精神障がい者数の推移をみると、年々増加傾向です。 

 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、特に２級所持者は、顕著な増加傾向であり、平成１５年

度と比較すると、令和５年度現在で１，５３１人増加の約５．３２倍に増えています。 

 自立支援医療（精神通院）利用者は、平成１５年度と比較すると、令和５年度現在で２，８５５

人増加の約２．２４倍に増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

105 258 385 524
771

354

681

1,060

1,379

1,885

140

211

354

329

354

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成15年度 平成20年度 平成25年度 平成30年度 令和5年度

１級

２級

３級

「行政概要」からデータを集約して年度比較したもの 

2,303
2,665

3,505
4,145

5,158

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成15年度 平成20年度 平成25年度 平成30年度 令和5年度

等級 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

自立支援医療（精神通院）利用者数の推移 

「行政概要」からデータを集約して年度比較したもの 

（人） 

（人） 



 ― ３４ ―   

障害支援区分の内訳 

 

 障害者総合支援法に基づきサービス給付の支給に当たって、障害支援区分を認定しています。障

害支援区分とは、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度

合いを総合的に示すものであり、必要とされる支援の度合いが高い順に、区分６、区分５、区分４、

区分３、区分２、区分１、非該当に分かれています。また、障害支援区分の有効期間は原則として

３年間であるため、その都度、認定調査を受ける必要があります。 

 

 障害支援区分の審査結果の推移をみると、制度開始により審査を受けた多くの人の有効期間の終

期が到来する年度である、平成２７年度、平成３０年度、令和３年度の３年間隔において審査数が

多いことが分かります。また、直近５年間における障害支援区分の審査結果の推移をみると、令和

元年度が４３８人、令和２年度が４６４人と続き、令和３年度が７１１人で、令和４年度が５６５

人、令和５年度が５５７人と続いており、３年間隔ごとに比較すると平均１００人くらいずつ増加

しているため、年々増加傾向であることが分かります。 
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 障害支援区分の主たる障がいの内訳をみると、知的障がいが一番多く、次いで身体障がいでした。 
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本市の障害者福祉費 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）の決算額の推移をみると、顕著な増加傾向であり、平成３０年度

実績である約６１億４千万円と比較して、令和５年度実績は約７３億４千万円であり、５年間で１

０億円以上増加しているため、対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）は、①障がい者在宅福祉サービス、②就労移行・就労継続支援、

③障がい者福祉対策、④重度障害者医療費給付、⑤特別障害者手当等支給、⑥心身障害者福祉手当

支給の６つに分類することができます。 

 

  

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

１０億円以上増加 

（億円） 
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扶助費（障がい者在宅福祉サービス） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、障がい者

在宅福祉サービスとは、在宅の障がい者の日常生活

を支援するため、ホームヘルプ、短期入所等の介護

給付費等の支給や障がい特性に応じた移動等の支

援等を実施するためのものです。 

 この決算額の推移をみると、年々増加傾向であ

り、平成３０年度実績である約３０億円と比較し

て、令和５年度実績は約３７億円であり、５年間で

７億円以上増加しています。 

 

 

扶助費（就労移行・就労継続支援） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、就労移行・

就労継続支援とは、障がい者の就労を支援するた

め、必要な指導・訓練を行うとともに、就労の機会

や生産活動の機会を提供するためのものです。 

 この決算額の推移をみると、年々増加傾向であ

り、平成３０年度実績である約８億円と比較して、

令和５年度実績は約１１億８千万円であり、５年間

で３億円以上増加しています。  

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

（億円） 

（億円） 
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扶助費（障がい者福祉対策） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、障がい者

福祉対策とは、障がい福祉サービスの給付等を実施

するためのものです。 

 この決算額の推移をみると、年々増加傾向であ

り、平成３０年度実績である約１１億円と比較し

て、令和５年度実績は約１２億円であり、５年間で

１億円ほど増加しています。 

 

 

 

 

扶助費（重度障害者医療費給付） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、重度障害

者医療費給付とは、重度障がい者に対して、医療費

を助成するためのものです。これは、重度障害者医

療費助成事業が該当し、本市独自の対象者もいま

す。 

 この決算額の推移をみると、令和元年度をピーク

に令和２年度は減少しましたが、その後は増加傾向

であり、令和２年度実績である約９億３千万円と比

較して、令和５年度実績は約９億６千万円であり、

３年間で３千万円以上増加しています。  

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

（億円） 

（億円） 
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扶助費（特別障害者手当等支給） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、特別障害

者手当等支給とは、日常生活において常時特別の介

護を必要とする状態にある在宅重度障がい者等に

手当を支給するためのものです。これは、特別障害

者手当等支給事業（いわゆる国の手当の支給事業）

が該当しています。 

 この決算額の推移をみると、増減を繰り返しなが

ら増加しており、平成３０年度実績である約８千万

円と比較して、令和５年度実績は約９千万円であ

り、５年間で１千万円ほど増加しています。 

 

扶助費（心身障害者福祉手当支給） 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）のうち、心身障害

者福祉手当支給とは、精神又は身体に重度の障がい

を有する者に手当を支給するためのものです。これ

は、心身障害者福祉手当支給事業（いわゆる市の手

当の支給事業）が該当し、本市独自のものです。 

 この決算額の推移をみると、約２億２千万円を横

ばいで推移しています。 

 

 

  

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

決算書のデータを集約して年度比較したもの 

（万円） 

（万円） 
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障害者福祉費による経済的支援 

 

 本市の障害者福祉費（扶助費）による経済的支援は、重度障害者医療費助成や障害児福祉手当、

特別障害者手当及び経過的福祉手当（国の手当）並びに心身障害者福祉手当（市の手当）等です。 

 その他神奈川県による在宅重度障害者等手当（県の手当）、自立支援医療等、本市による特別児童

扶養手当等があります。 

 

経済的支援のための公費負担 

 

 国の手当は国４分の３、市４分の１の割合で、市の手当は市１００％で、公費負担しています。 

 重度障害者医療費助成は、神奈川県の基準に基づく対象者及び対象範囲を拡大した本市独自の対

象者に対して助成しています。神奈川県の基準に基づく対象者に対する助成の公費負担については

神奈川県から重度障害者医療費給付補助事業補助金として助成額の２分の１以下の交付がありま

すが、本市独自の対象者に対する助成については本市単独で公費負担しているため、直近５年間に

おける本市の重度障害者医療費助成の公費負担割合は、平均７５．５％でした。 
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経済的支援の状況 

 

 本市における重度障害者医療費助成の実施状況について、平成３０年度と比較して令和５年度実

績をみると、対象人数は１９３人、助成件数は５，７７２件減っています。これは、おおむね一定

ではあるものの年度ごとにばらつきがあるためであり、基本的に、対象人数は６，０００人強、助

成件数は２０万件弱を推移しているため、横ばいの状況です。 

 

区分 
平成 30 年度 令和５年度 

対象人数 助成件数 対象人数 助成件数 

重度障害者医療費助成 ６，２１２人 １９４，３５８件 ６，０１９人 １８８，５８６件 

 

 

 本市における国の手当の支給状況について、平成３０年度と比較して令和５年度実績をみると、

支給月額は、障害児福祉手当及び経過的福祉手当は５７０円、特別障害者手当は１，０４０円引き

上げられている一方、受給者数は、特別障害者手当は４人増えていますが、それ以外のものは２１

人減っているため、全体として減少傾向です。 

 本市における市の手当の支給状況について、平成３０年度と比較して令和５年度実績をみると、

支給月額は、３千円で維持されている一方、受給者数は、９７人増えています。 

 

区分 
平成 30 年度 令和５年度 

支給月額 受給者数 支給月額 受給者数 

障害児福祉手当 １４，６５０円 １３５人 １５，２２０円 １１７人 

特別障害者手当 ２６，９４０円 １９７人 ２７，９８０円 ２０１人 

経過的福祉手当 １４，６５０円 １１人 １５，２２０円 ８人 

心身障害者福祉手当 

（市の手当） 
３，０００円 ６，０２２人 ３，０００円 ６，１１９人 
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